
ひとり親家庭への家賃助成ひとり親

区分 対象

高校生のいるひとり
親家庭

次の要件にすべて当てはまる世帯①児童扶養手当受給②児童扶養手当の対象となっている高校生または高校生相当年齢の子がいる（平
成15年4月2日～18年4月1日生まれ）③民間の賃貸住宅（UR・東京都住宅供給公社などの住宅を除く）を借りて住んでいる④生活保護に該
当しない

大学・短大・専門学
校など学生がいるひ
とり親家庭

令和元年度～2年度に家賃助成を受けていて、世帯収入が児童扶養手当受給相当を満たす（家計が急変し、収入が大きく減少した世帯
の場合は直近の収入が児童扶養手当受給相当に下がった方も対象）場合で、次の要件にすべて当てはまる世帯①該当の子が平成13年4
月2日～15年4月1日生まれ②該当の子が大学や短大、専門学校等学生である（浪人生含む）③民間の賃貸住宅（公営住宅、UR、社宅など
は除外）に家賃を払って居住する④生活保護に該当しない⑤現在、ひとり親家庭等家賃助成を受給していない

　令和3年度は、大学・短大・専門学校などの学生のいるひとり親家庭にも、家賃助成を行います。詳細はお問い合わせください。
助成内容 世帯当たり月額1万円※8・12・4月に指定口座へ振り込み 区分・対象 下表の通り 申込 在学証明書または学生証の写し、
賃貸借契約書などを市役所2階セーフティネットコールセンターへ持参※土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く

1003978ID 問 セーフティネットコールセンター（☎514-8546）

ひとり親家庭と障害児の養育者などに手当を支給

手当名 対象 支給額 支給の制限

児童扶養手当

1003952ID

次のいずれかに該当する平成15年4月2日以降生まれ（一定の障害がある児
童は20歳未満）の児童を養育している父、母または養育者①父母が離婚②
父または母が死亡、もしくは生死不明③父または母が重度の障害者④父
または母が1年以上拘禁されている⑤父または母に1年以上遺棄されてい
る⑥婚姻によらないで出生⑦父または母が裁判所からのDV保護命令を
受けたとき

・本体額（第1子）
　10,180円～43,160円
・第2子加算額
　5,100円～10,190円
・第3子以降加算額
　3,060円～6,110円

（所得に応じて変わります）

・ 所得が限度額以上
・  公的年金受給額（障害年金

は子の加算部分額）が児童
扶養手当額以上

・ 対象児童が児童福祉施設に
入所している

育成手当
1003956ID

次のいずれかに該当する平成15年4月2日以降生まれの児童を養育してい
る父、母または養育者①父母が離婚②父または母が死亡、もしくは生死
不明③父または母が重度の障害者④父または母が1年以上拘禁されている
⑤父または母に1年以上遺棄されている⑥婚姻によらないで出生⑦父また
は母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき

児童1人につき
月額13,500円

・ 所得が限度額以上
・ 対象児童が児童福祉施設に

入所している

障害手当
1003955ID

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方①愛の手帳1 ～
3度程度②身体障害者手帳1・2級程度③脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症

児童1人につき
月額15,500円

・ 所得が限度額以上
・ 対象児童が児童福祉施設に

入所している
（注）重度の障害とは、①国民年金法および厚生年金法による障害等級1級程度の方②身体障害手帳1・2級程度の方③身体機能および精神に、労働することを不

能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する方

ひとり親・
障害児手当 問 子育て課（☎514-8598）

　まだ申請していない方はお早めに申請してください。いずれの手当も所得制限があるほか、児童が施設に入所している場合
などは申請できないことがあります。詳細はお問い合わせください。

1008685ID

問 高齢福祉課（☎514-8519）

■表2　提出書類
補助対象区分 提出書類 書類一覧

介護職員初任者研修受講料 ①･④･⑤ ① 申請書（第1号様式）
② 申請書（第1号様式の2）
③ 申請書（第1号様式の3）
④領収書（原本）
⑤ 証明書などの写し（修了証明書、介護福祉士登録証、介護支援専門員証）
⑥ 実務経験申出書（参考様式）

介護福祉士実務者研修受講料 ①･④･⑤･⑥
介護福祉士資格取得費用 ②･④･⑤
介護支援専門員資格取得費用 ③･④･⑤
介護支援専門員再研修受講料 ③･④･⑤

■表1　補助内容・金額・対象
補助対象区分 補助上限額 補助対象経費 補助対象者

介護職員初任者研修受講料 100,000円 研修受講料（テキスト代、実習に要した費用などを含む） 次に掲げるすべての要件を満たす方
① 研修を修了（または資格を取得）し研修終了

日（または登録日）から3カ月以内に市内介護
事業所に介護職員（または介護支援専門員）
として就労を開始していること。

② その後3カ月間就労を継続し、かつその間の
従事時間が60時間を超えていること。

注1 ） 研修修了（または資格を取得）時にすでに
就労をしている方は②のみ適用とする

注2 ） 介護福祉士実務者研修については3年以上
介護などの業務に従事している方に限る

介護福祉士実務者研修受講料 150,000円 研修受講料（テキスト代、実習に要した費用などを含む）

介護福祉士資格取得費用
60,000円

※介護技術講習
受講者は113,000円

受験対策講座受講料（テキスト代、模試の費用などを含
む）、受験手数料、登録手数料および介護技術講習受講料

介護支援専門員資格取得費用 164,000円
受験対策講座受講料（テキスト代、模試の費用などを含
む）、受験手数料、実務研修受講料、登録申請手数料お
よび介護支援専門員証交付手数料

介護支援専門員再研修受講料 28,000円 再研修受講料

　介護人材の育成および質の高い介護保険サービスの提供を目的として、介護職員初任者研修受講料などを上限の範囲内で補助
します。
申請期間 補助要件を満たした日の属する月の翌月の初日から6カ月以内 補助内容・金額・対象  表1の通り 申込 〒191-8686日野市役
所2階高齢福祉課へ申請書（市 HP  から ダウンロード  可）および添付書類一式（表2の通り）を郵送または持参※持参の場合は土曜・日曜
日、祝日、年末年始を除く その他  申し込みの際は、最新の様式を使用

介護職員の資格取得費用などを補助
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妊娠期妊娠期 赤ちゃん誕生赤ちゃん誕生

4月1日から、生活・保健センター1階に子ども家庭支援センター母子
保健係を新設しました。

新型コロナウイルス感染症の状況により実施内容を大幅に変更
する場合がありますので、広報および市　 をご確認ください。HP

母子健康手帳の交付（妊娠届）申請窓口
は生活・保健センターです
▼妊婦面接
　母子健康手帳をお渡しする際に、市の母子保健サービスの紹
介のほか、個別の相談をお受けし、安心して妊娠・出産・子育
てできるよう、すべての方に妊婦面接を行っています。

▼妊婦面接を受けた方へのサービス
　子育て応援グッズとして育児パッケージ（おむつなど1万円
相当）のプレゼントを用意しています。
受付日時 月曜～土曜日8時30分～16時30分※祝日、年末年始を
除く。面接時間は20～30分程度
受付場所 生活・保健センター
持ち物 妊娠届の申請時に、マイナンバーカードまたはマイナ
ンバーが記載された住民票などと写真付きの証明書（運転免許
証・パスポートなど）が必要です
その他 原則として、ご本人が窓口にお越しください
　いずれも 問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

妊婦訪問
　希望者に対し、保健師・助産師が家庭訪問をして相談をお受
けします。ご希望の方はご相談ください。
問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

ママ・パパクラス（両親学級）
内容 保健…妊娠、出産、育児についての話、沐

もくよく

浴…赤ちゃん
のお風呂の入れ方の実習、医師講話…妊娠中の健康管理、出産
に向けての心構えなどの話
対象 妊婦とその家族※パパの参加も歓迎。毎月1日号の広報で
お知らせします
問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

オンライン　マタニティ栄養教室
　毎月1日号の広報でお知らせします。
内容 妊娠中の食事の話と質疑応答
対象 妊婦とその家族
問健康課（☎581-4111）

プレママ＆子どものお食事なんでも相談
　毎月1日号の広報でお知らせします。
内容 栄養士によるお食事相談※オンラインまたは窓口
対象 妊婦および乳幼児の保護者
問健康課（☎581-4111）

プレママ＆乳幼児健康相談
　妊娠中の方・乳幼児の保護者の方に保健師・助産師・栄養
士・歯科衛生士による相談、身長・体重測定を行います。
　毎月1日号の広報でお知らせします。
申込 電話※時間予約制
問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

赤ちゃん訪問（新生児・産婦訪問）
　3～4カ月児健診前の赤ちゃんがいる全家庭を対象に保健師・
助産師が訪問します。赤ちゃんが生まれたら、お早めに「赤
ちゃん訪問はがき（出生通知票）」をお出しください。電話で
も受け付けています。
内容 赤ちゃんの体重測定、お母さんの産後の体調・授乳・子
育ての相談、地域の子育てサービスの紹介など

問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

離乳食講座（食育事業）
　おおむね生後5～12カ月児を対象に3ステップに分けて毎月実
施します。毎月1日号の広報でお知らせします。
問健康課（☎581-4111）

産後ケア事業
　「産後ケア」は、産後間もないお母さんがご自宅で助産師の
ケアを受けるサービスです。
時間・回数 1回2時間以内（1日1回）原則4回まで
受付場所 生活・保健センター
内容 お母さんのケア（健康状態のチェック、乳房ケア）、赤
ちゃんのケア（体重、健康状態のチェック）、育児の相談（育
児相談・授乳相談、沐浴指導）
対象 以下のすべてにあてはまる産後1年未満のお母さんと赤
ちゃん①日野市民の方②体調不良や育児不安のある方③家族な
どから十分な援助が受けられない方
費用 1回1,500円※減免制度あり。詳細は問い合わせを
問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

ファーストバースデーサポート事業
　1歳のお子さまを育児中で、児童館の育児アンケートに回答
いただいたご家庭に「育児パッケージ」をプレゼントしていま
す。
　詳細は1歳の誕生日の月末にお送りする書類（予防接種と同
封）をご確認ください。
問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

乳幼児歯科相談
　毎月5回1歳6カ月～4歳の誕生月のお子さまを対象に歯科相談
（歯科医師による健診・相談、歯科衛生士による歯みがきの指
導など）を実施しています。
　毎月1日号の広報でお知らせします。
問健康課（☎581-4111）

多胎児家庭支援事業（移動費支援）
　2歳までの多胎児家庭の移動費を支援します。詳細はお問い
合わせください。
問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

妊婦健康診査
　母子健康手帳交付時に、「妊婦健康診査受診票」（14回分）
と「妊婦子宮頸がん検診受診票」、「妊婦超音波検査受診票」
（各1回分）をお渡しします。この受診票は、妊娠が確定した
後の健診から使用できます。一定金額を上限に助成するもの
で、自己負担が発生することもあります。
※都外や助産院では使用できませんが、助成制度があります
問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

妊婦歯科健康診査
　母子健康手帳交付時に、「妊婦歯科健康診査受診票」をお渡
しします。市内の指定歯科医療機関に事前予約の上、受診でき
ます。
問健康課（☎581-4111）

未熟児の養育医療
　市内にお住まいの新生児で、医師が入院養育の必要性を認め
た方に、医療の給付を行う制度です。
指定された医療機関での入院のみ対象となります。詳細はお問
い合わせください
問健康課（☎581-4111）

新生児聴覚検査
　出生後、間もない時期に実施する耳の検査です。母子健康手
帳交付時に「新生児聴覚検査受診票」（1回分）をお渡ししま
す。一定金額を上限に助成するもので、自己負担が発生するこ
ともあります。
※都外では使用できませんが、助成制度があります
問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

乳幼児健康診査
　お子さまの成長を確認しつつ保護者の日ごろの疑問や心配ご
とを解消できるよう、医師・保健師・助産師・栄養士・歯科衛
生士などの専門スタッフが相談をお受けします。

▼集団健診（生活・保健センターで実施）
健診名・対象 ①3～4カ月児健康診査・産婦健康診査※誕生月の
翌月末に通知。6カ月未満まで受診可②1歳6カ月児健康診査※1
歳6カ月ころに通知。2歳未満まで受診可③3歳児健康診査※3歳
ころに通知。4歳未満まで受診可
その他 集団健診は日程・時間の変更ができます。変更希望の
方、転入した方はご連絡ください

▼個別健診（指定医療機関で実施）
健診名・対象 ①6～7カ月児健康診査②9～10カ月児健康診査※

いずれも3～4カ月児健診通知に受診票を同封。受診票を紛失し
た方、転入した方などはご連絡ください
　いずれも 問子ども家庭支援センター（☎843-3663）

東京都大気汚染医療費助成制度
　都では、気管支ぜん息などの疾病にかかっている方に対し、
医療費の助成を行っています。申請には一定の条件を満たして
いる必要があります。また、生年月日が平成9年4月1日以前の
方は、一部自己負担（月額6,000円まで）があります。なお、
新規の申請は18歳未満の方が対象となります。
問健康課（☎581-4111）

区分 予防接種名 通知時期 対象・接種回数
定
期
予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
に
よ
る
接
種
）

集団接種 注射生 BCG（結核） 3～4カ月児健診通知に同封 1歳の誕生日の前日まで（1回）

個
別
接
種

不 活 四種混合 第1期 初回接種 3～4カ月児健診通知に同封 3カ月以上7歳6カ月の誕生日の前日まで（3回）
追加接種 1歳6カ月児健診通知に同封 第1期初回接種終了後1年～1年6カ月の間で、7歳6カ月の誕生日の前日まで（1回）

不 活 二種混合　第2期（ジフテリア・破傷風） 小学6年生になる年 11歳以上13歳の誕生日の前日まで（1回）

注射生 MR混合（麻しん・風しん） 第1期 1歳になる月末 1歳以上2歳の誕生日の前日まで（1回）
第2期 小学校就学前年の年 小学校就学前の1年間（1回）

不 活 日本脳炎
※特例対象があります。
　詳細はお問い合わせを

第1期 初回接種 3歳児健診通知に同封 6カ月以上7歳6カ月の誕生日の前日まで（2回）
追加接種 ー 第1期初回接種終了後6カ月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいた7歳6カ月の誕生日の前日まで（1回）

第2期 ー 9歳以上13歳の誕生日の前日まで接種可（1回）
不 活 ヒブワクチン

3～4カ月児健診通知に同封
2カ月～5歳の誕生日の前日まで（回数は開始年齢で異なる）

不 活 小児用肺炎球菌ワクチン
不 活 B型肝炎ワクチン 1歳の誕生日の前日まで（3回）
経口生 ロタウイルスワクチン 生後6週から24週または32週まで（2回または3回）
注射生 水痘 1歳になる月末 1歳以上3歳の誕生日の前日まで（2回）
不 活 子宮頸がん予防ワクチン 小学6年生と高校1年生になる年 小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女性（3回）※現在、積極的勧奨はしていません

「集団接種」は、市で決めた日時に生活・保健センターまたは福祉支援センターで、「個別接種」は契約医療機関で実施します。八王子市、町田市、多摩市、稲城市で接種希望の場合、各市医療機関については各市HPからご確認いただくかまたは健康
課へお問い合わせください。ＭＲ混合予防接種の機会を逸失した方には救済制度があります。健康課へお問い合わせください。注射生…注射生ワクチン、 不 活 …不活化ワクチン、経口生…経口生ワクチン

八王子市、町田市、多
摩市、稲城市の契約医
療機関でも接種可

　赤ちゃんがお母さんのおなかの中にいる時にもらった、病気に対する抵抗力は、生後数カ月で失われていき
ます。子どもは成長とともに外出や人との接触が多くなります。保育園や幼稚園に入る前までに予防接種で免
疫をつけ、病気にかからないようにしましょう。令和2年10月から接種間隔の制限はなくなりました（ただし注
射生ワクチンから注射生ワクチンの間は、27日以上空けなければなりません）。対象者には通知を郵送します。
通知時期以降に転入した方はお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　 問健康課（☎581-4111）

予防接種のスケジュールが覚えられない
そんな時は「ぽけっとなび」をご覧くださ
い。右記QRコードからアクセス！
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　4月18日㈰は日野市長選挙および日野
市議会議員補欠選挙の投票日です。皆さ
まの貴重な一票をぜひ投じてください。
日時 4月18日㈰7:00～20:00
投票所 郵送済みの投票所入場券のご確認
を
開票 即日開票。開票状況は市 
HP または右記QRコードから

日野市長選挙および
日野市議会議員補欠選挙

1016614ID

問 選挙管理委員会事務局（☎514-8806）

令和3～5年度の額が決定

所得段階 課税状況・所得による区分 基準に対
する割合 保険料月額 保険料年額

第1段階
本
人
が
市
民
税
非
課
税

・ 生活保護受給者
・ 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額（※1）＋（合計所得

金額（※2)－年金収入に係る所得（※3））の額が80万円以下
0.3 1,835円 22,014円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－
年金収入に係る所得）の額が80万円超120万円以下 0.5 3,058円 36,690円

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－
年金収入に係る所得）の額が120万円超 0.7 4,281円 51,366円

第4段階 世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額
－年金収入に係る所得）の額が80万円以下 0.85 5,198円 62,373円

第5段階
（基準額）

世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額
－年金収入に係る所得）の額が80万円超 1 6,115円 73,380円

第6段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が125万円未満 1.1 6,727円 80,718円
第7段階 合計所得金額が125万円以上190万円未満 1.25 7,644円 91,725円
第8段階 合計所得金額が190万円以上400万円未満 1.5 9,173円 110,070円
第9段階 合計所得金額が400万円以上600万円未満 1.65 10,090円 121,077円
第10段階 合計所得金額が600万円以上800万円未満 1.8 11,007円 132,084円
第11段階 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 2 12,230円 146,760円
第12段階 合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 2.25 13,759円 165,105円
第13段階 合計所得金額が1,200万円以上1,400万円未満 2.5 15,288円 183,450円
第14段階 合計所得金額が1,400万円以上 2.75 16,816円 201,795円

※1   公的年金等収入額…所得税法第35条に規定される、課税の対象となる年金の収入額です（遺族年金・障害年金は対象になりません）
※2   合計所得金額…収入から必要経費に相当する金額を控除した額（扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の額）です。本人が市民税

課税で当該合計所得金額に給与所得または年金収入に係る所得を含む場合は、当該合計所得金額から10万円を控除した額を用います。
また、本人が市民税非課税で給与所得を含む場合は10万円を控除（「所得金額調整控除」の適用がある場合は、当該合計所得金額に「所得
金額調整控除」を加えた上で10万円を控除）した額を用います。さらに、土地売却等に係る特別控除がある場合は、当該合計所得金額か
ら長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います

※3   年金収入に係る所得…その年中の公的年金等の収入金額から、公的年金等の控除額を控除した残額です

介護保険料 　65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直しを行っています。このたび、令和3年度
から3年間のサービス費用の見込みをもとに新たな介護保険料額を決定しました。

1003623ID 問 高齢福祉課（☎514-8509）
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